
議案第７７号 

 

北海道栗山高等学校女子野球部支援基金条例 

 

（設置） 

第１条 北海道栗山高等学校女子野球部の活動支援を目的とした事業に要する経費の財源

に充てるため、北海道栗山高等学校女子野球部支援基金（以下「基金」という。）を設置

する。 

（積立） 

第２条 基金の原資は、寄附金等をもって充てる。 

２ 基金に積み立てる額は、予算で定める額とする。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に

編入するものとする。 

（処分） 

第５条 基金は、第１条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を

処分することができる。 

（繰替運用） 

第６条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率

を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



議案第７８号 

 

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  

職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

附則第１９項中「令和８年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



議案第７９号 

 

栗山町営バス運行条例の一部を改正する条例 

 

栗山町営バス運行条例（平成２年条例第４号）の一部を次のように改正する。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第３条関係） 

  定期旅客料金表 

区分 種類 

適用期間 １ヵ月 ３ヵ月 

対象者 一般 高校生 一般 高校生 

割引料 ４０％引 ６０％引 １ヵ月の３倍

の５％引 

６５％引 

料金 北広島駅

循 環 線

（栗山町

内・北広

島 駅 区

間）を除

く全路線 

７，２００円 ４，８００円 ２０，５２０円 １２，６００円 

全路線 ２１，６００円 １４，４００円 ６１，５６０円 ３７，８００円 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



議案第８０号 

 

栗山町コミュニティバス運行条例の一部を改正する条例 

 

 栗山町コミュニティバス運行条例（平成２８年条例第２７号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第７条関係） 

定期旅客料金表 

区分 種類 

適用期間 １ヵ月 ３ヵ月 

対象者 一般 高校生 一般 高校生 

割引料 ４０％引 ６０％引 １ヵ月の３倍の

５％引 

６５％引 

料金 ７，２００円 ４，８００円 ２０，５２０円 １２，６００円 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



議案第８１号 

 

栗山町カルチャープラザ条例の一部を改正する条例 

 

栗山町カルチャープラザ条例（平成１１年条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

別表第１備考６中「、研修室Ａ」を「、練習室、研修室Ａ、研修室Ｂ」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



議案第８２号 

 

栗山町総合福祉センター条例の一部を改正する条例 

 

 栗山町総合福祉センター条例（平成８年条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

別表備考６中「及びＡＶ室」を「、ＡＶ室、研修室Ａ、研修室Ｂ、ボランティア室、和

室及びふれあい室」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



議案第８３号 

 

栗山町勤労者福祉センター条例の一部を改正する条例 

 

栗山町勤労者福祉センター条例（昭和４９年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

別表第１備考中６を７とし、５の次に次のように加える。 

６ 小会議室Ａ及び小会議室Ｂの冷房料は、当該使用料の３割の額とする。ただし、

使用を希望しない場合は徴収しない。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



議案第８４号 

 

栗山町過疎地域持続的発展市町村計画について 

 

栗山町過疎地域持続的発展市町村計画（令和８年度～令和１２年度）を別冊のとおり策

定したいので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条第１項の規定によ

り本議会の議決を求める。 



議案第８５号 

 

町道の認定について 

 

道路法第８条第２項の規定により、次の路線を認定するものとする。 

 

路 線 番 号 路 線 名 起 点 終 点 実 延 長 幅 員 摘 要 

Ｅ－４８ 朝日３８号線 
朝日４丁目

９番３ 

朝日４丁目

９番８ 

ｍ 

 

４９．５０ 

ｍ 

 

４．００ 
 

Ｅ－４９ 朝日３９号線 
朝日４丁目

１６番２６ 

朝日４丁目

９番１４ 

ｍ 

 

４２．６５ 

ｍ 

 

５．５０ 
 

Ｅ－５０ 朝日４０号線 
朝日４丁目

１６番２８ 

朝日４丁目

１６番４１ 

ｍ 

 

４３．００ 

ｍ 

 

５．５０ 
 

Ｆ－２１２ 旭台第９支線 
角田１３１

番１８ 

字旭台５０

番５ 

ｍ 

 

２９９．７９ 

ｍ 

 

５．５０ 
 

Ｆ－２１３ 旭台第１０支線 
字旭台４３

番３ 

角田１２０

番４ 

ｍ 

 

９３．３６ 

ｍ 

 

５．５０ 
 

 

 



報告第１２号 

 

令和８年度一般財団法人栗山町農業振興公社 

 事業計画の報告についてああああああああああ 

 

 地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、令和８年度一般財団法人栗山町農業振

興公社事業計画について本議会に報告する。 
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令和８年度 一般財団法人栗山町農業振興公社 事業計画 

 

１ 基本方針 

一般財団法人栗山町農業振興公社は、本町農業の構造改善と担い手づくりに資するた

めに、次に掲げる事業を行い、農業生産性の向上と地域の活性化を図り、もって本町農

業の振興に寄与することを目的とする。 

⑴ 農地流動化の円滑な推進と促進に関すること。 

⑵ 農地利用集積計画特例事業に関すること。 

⑶ 地域を担う人材の育成と新規農業参入に関すること。 

⑷ 営農に関する情報提供と農地所有適格法人の育成に関すること。 

⑸ 栗山町の農業振興推進に関すること。 

⑹ その他目的を達成するために必要な事業 

 

２ 実施事業 

「第５期栗山農業ルネッサンス」のスローガンである「多彩な担い手、ゆたかな農地

と栗山の未来づくり」の推進と農村人口減少対策のため、次の事業を実施する。 

⑴ 農地流動化対策事業 

１）農地流動化意向調査の実施 

本町の農地を守るため、全農地所有者に対し、農地の「出し手」と「受け手」に

関する農地流動化意向調査を行い、農業委員と連携し、担い手農家や新規就農者等

への農地流動化を図る。 

２) マッピングシステムの管理運用 

農地流動化の円滑な推進のため、機能向上と継続的な農地データの更新を行う。 

 

⑵ 農地利用集積計画特例事業 

公社が中間保有している農地について、農業委員と連携し、担い手農家、新規就

農者等への農地流動化を図る。 
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⑶ 地域を担う人材の育成と新規農業参入の推進 

１）担い手農家育成と活動支援 

① くりやま農業未来塾 

意欲と能力の高い優れた担い手の確保と、地域づくりのためのリーダーの育成を 

目的として、若手農業後継者に対して、自主的かつ実践的で総合的な担い手の人材

育成を行う。 

② くりやま農業女性塾 

若手女性農業者に対して、仲間づくりや実践的農業学習を行い、本町の農業・農

村への関心を高め、農業経営と地域活動への積極的な参画を目指す。 

③ 若手農業後継者育成 

本町農業の将来を担う若手農業後継者による、農業農村振興や地域づくりへの 

意識向上のため、栗山町４Ｈクラブ活動等への支援を行う。また、地域の財産であ

る農業後継者を育成する経営者に対し支援を行う。 

２）農村人口減少対策と新規農業参入の推進 

① 新規就農者等受入推進 

農家減少と担い手不足は、本町農業の大きな課題であり、その活性化を目指し、

農業農村に魅力を感じている意欲ある新規就農希望者や農地所有適格法人への雇

用の受入のため、全国で開催される新・農業人フェア等に農業委員と共に参加する

「出向く面談」を行い、栗山農業の魅力を感じて知ってもらう農業農村体験と新規

就農を目指した研修生の受入を推進する。 

② 新規就農研修システムの構築 

新規就農希望者の農業経験が乏しいことや、指導者の高齢化が進む一方、就農  

希望者の就農スタイルも多様化している。そのため、２年間の研修をより充実し、

早期就農の実現を図るため、就農希望者のニーズに合わせた農業を営む農家を研修

先として選定し、地域と連携した農業研修システムの構築を目指す。 

③ 農業関係機関と連携した新規就農者支援 

研修期間を経て就農する新規就農者に対し、地区農業委員と連携して農地の確 

保を行う。また、農業関係機関・団体と連携した営農技術支援を行い、就農後の経

営安定化を図るための助成を行う。さらに、農業研修生宿泊施設については、旧教

職員住宅等を活用し、老朽施設については改修を行う。 
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④ 農村の賑わい活性化 

少子高齢化により農村人口が減少する中、地域内の人材だけでは農業・農村の  

活性化が困難となっていることから、札幌や東京などの都市部から学生を呼び込む、

都市・農村交流を推進するとともに、農業を軸とした「関係人口」を増やし、栗山

の応援団として農産物や新規就農希望者へのＰＲを図ってもらうことを目的に、学

生を中心とした若者の受入事業を展開する。 

 

⑷ 営農に関する情報提供と支援 

１）スマート農業の推進 

各経営体の規模や経営内容に合わせたスマート農業の導入による農業者の所得向

上を図るため、農作業の省力化やコスト低減、農産物の品質向上を目指して情報通

信技術（ＩＣＴ）等を活用する担い手農業者を引き続き支援する。 

また、将来的なスマート農業の推進に向け、支援策等についての検討を継続する。 

 

⑸ 栗山町農業振興計画 

１）栗山町農業振興事業 

第５期栗山農業ルネッサンスに基づき、地域の代表である栗山町農業振興推進委

員会において検討協議し、栗山町、栗山町中山間地域等推進協議会並びに、栗山町

多面的機能推進協議会からの負担金に基づく栗山町農業振興事業を推進する。 

  ２）第６期栗山農業ルネッサンスの策定 

    全農家を対象とした農家意向調査の結果及び関係機関と今後の農業振興について

検討し、令和９年度からの実施に向け、「第６期栗山農業ルネッサンス」を策定する。 

 

⑹ その他目的を達成するために必要な事業 

１）地域懇談会の実施 

２）くりやま農業応援隊等による雇用人材の確保に関する取組 

３）北海道大学農学部農業経済学科による本町農業農村調査 

４）農村活性化のための関係人口拡大及び情報発信 

５）農業振興に関する先進的取組の視察研修 



【収入の部】

備　考

１．基本財産運用収入 60,000 利率0.400%

２．事業収入 49,000 農地利用集積計画特例事業

３．負担金収入 18,080,000
栗山町　　　　　　　　14,080,000円
そらち南農業協同組合　 4,000,000円

４．雑収入 79,000
視察資料代
農業研修生宿泊施設使用料
預金利息

５．繰越金 9,000,000 過年度

27,268,000

【支出の部】

備　考

１．事業費 18,586,000

農地流動化意向調査
事務費

固定資産税
事務費

新規就農者支援
農業後継者育成支援
くりやま農業未来塾
くりやま農業女性塾

評議員視察旅費
ＩＣＴ農業経営支援事業

２．管理費 8,682,000

職員給与（2名）
税理士報酬
法人税
事務費

27,268,000

10,875,000

6,885,000４．営農支援事業

合　計

３．担い手確保・育成事業

令和８年度　一般財団法人 栗山町農業振興公社収入支出予算

合　計

科　目

科　目

１．農地流動化対策事業

２．農地利用集積計画特例事業

予算額（円）

740,000

予算額（円）

86,000

4


